
第 4 回（仮称）寄居ＰＡスマート IC 地区協議会

議事録

日 時 平成３０年１０月４日（木） 1０:00～1０:３0

場 所 深谷市上柴公民館大会議室（キララ上柴内）

議事概要

  美里町長、深谷市長、寄居町長より挨拶。

【事務局説明】

地区協議会規約（案）について、インター名称が「寄居スマートイン

   ターチェンジ」に決定したしたことを受け、地区協議会の名称を「寄居

   スマートＩＣ地区協議会」へ変更するものです。

【質疑応答等】

規約の改正について了承。

規約に基づき地区協議会委員を紹介。

【事務局説明】

上下線一体での開通を目指してきましたが、上り線において、用地取

   得が難航しているため、下り線のみ先行して開通を目指します。

なお、具体的な開通時期については、見通しが立った時点で改めて当

協議会に諮りたいと考えています。

【質疑応答等】

事務局案について了承。

２ 地区協議会規約の改正について

３ 委員紹介

４ 議事

（１）供用時期について

１ あいさつ



【事務局説明】

   本庄児玉ＩＣと花園ＩＣの両ＩＣの誘導範囲から外れる範囲を基本に、

主要な国県道の交差点から誘導する計画としました。

既設の案内標識がある場合は、既存板を活用し、空きスペースにスマ

   ートＩＣの案内表示版を貼り付けます。既設の標識がない場合は新設の

   案内標識を設置する計画としました。その際の標識レイアウト等につい

   ては、道路標識設置基準に沿った形で、地名等の配置順や文字サイズを

   決定し、さらに高速道路のナンバリングにも対応したものとさせていた

だきました。

    つづきまして、下り線先行で開通した場合の案内標識についてです。

新潟方面のみ乗り降り可能となるため、案内標識を広範囲に設置するこ

とで、案内誘導が複雑となり、混乱が予想されるため、近接エリアのみ

誘導することとさせていただきました。そして、下り線のみで供用して

いる期間につきましては、誤進入をふせぐため、「東京方面には行けませ

ん」との補助看板を設置いたします。

また、下り線を利用し寄居スマートＩＣで降りた方や東京方面を目指

す方が誤って料金所へ進入したときのために、下り線料金所には花園

ＩＣへ案内する看板を設置させていただきます。

【質疑応答等】

事務局案について了承。

【事務局説明】

議事録及び会議資料の公表について事務局案を説明。公表するものは、

地区協議会委員の皆様の個人名等の部分は役職のみに修正したものにか

え、すべて公表させていただきたいと思います。

また、議事録については委員の了解を得たうえで、ホームページ等で

公表いたします。

【質疑応答等】

事務局案について了承。

以上

（２）案内標識について

（３）その他


